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作業部会での議論テーマ（案）

●作業部会の進め方
・中間とりまとめの構成
・スケジュール
・中間とりまとめの方針

●基本的な考え方
・琵琶湖及び流入河川の特性
・琵琶湖及び流入河川の課題
・基本的な考え方

●琵琶湖部会で取り上げるべき
論点

●各論の検討
・環境
・治水・安全
・利水・空間利用

●琵琶湖部会としての中間とりまと
め案

第１回作業部会
（3/9）

第2回 作 業 部 会
（3/13）







琵琶湖部会中間とりまとめの方針（案）

w琵琶湖部会としての中間とりまとめの方針（案）は以下のとおり。

目次構成

個々の具体的
事業への言及

多様な意見の
取り扱い

流域の捉え方

・他部会との構成の整合をとる方向で調整する。

・中間とりまとめでは、個々の具体的事業の是非には言及しない
・「こういう事業はこういう方向性で進めるべきだ」という方向性／視点を記述する

・部会での多様な意見を明記して残す
・意見については必ずしも一本化せず、両論併記、付帯意見も可能とする

・琵琶湖本体を流域として捉える。
・琵琶湖へのすべての流入河川を流域として捉える。

基本方針

・基本方針は川那部部会長の基本方針案を土台として、作業部会で展開してゆく。
・部会の中間とりまとめ素案は主張のメリハリの効いたものとする。
・河川整備計画を立案するための提言、アドバイス、要請をまとめたもの。整備計画
の原案でもなく、また、１冊のまとまった報告書でもない





中間とりまとめでの記述のレベル（案）

①　「基本的方向性」を示す

②　「配慮すべき事項」を示す

③　「評価の軸」を示す

④　「進め方」を示す

⑤　「事業計画の方向性」を示す

整備計画策定にあたっての・・・

具体的
個別的

理念的
抽象的

　
記
述
の
レ
ベ
ル
　

例：災害時にもしたたかに対処する。

例：瀬切れ、土砂供給・・・に配慮すること。

例：重要なXX、YYの観点で評価すること・・・

例：調査・検討・実施のプロセスのありかた・・・

例：よりXXできる方向で検討すること・・・

中間とり
まとめの
記述範囲

⑥　「個別事業についての評価結果」を示す 例：XX事業は廃止する、継続する・・・



目次構成（案）

はじめに

１．前文（琵琶湖部会における理念・宣言）

２．琵琶湖及び流入河川の特性・問題点（琵琶湖とは、今何が問題か）

３．河川整備計画策定にあたっての基本的な考え方（問題意識と価値観の転換（パラダイムシフト））

４．整備の方向性

（１）総合的課題への対応（個別問題の総合化、琵琶湖固有の問題への対応等）

（２）環境

（２）治水・防災

（３）利水

（４）利用

５．推進にあたって





琵琶湖及び流入河川の課題・問題点（案）

w現在、琵琶湖及び流入河川の一体何が問題なのか？

●下流に対する治水
●水防組織の充実・強化、地域社会での対応
●防災意識・技術の伝承
●流入河川の治水

治水面・安全面における問題

●ダム開発の根拠となる水需要予測の論拠が不明
確
●水需要のマネジメントの必要性

利水面における問題

●琵琶湖水質・底質の悪化
●農業排水・濁水の問題
●湖岸周辺部との水循環が絶たれている
●外来種の増殖
●内湖の減少

環境面（生態系）における問題

● 水上バイク等の利用増による水質・騒音等への
影響
●湖面・水面の適正利用のルールの設定

利用面における問題

●人口の増加、宅地開発
●流入負荷の増大（面源負荷）、流域管理の必要性
●琵琶湖の水位管理の問題（環境面等の考慮）
●土砂供給の減少、浜欠け
●湖沼・河川に関する法整備

社会面における問題

●琵琶湖流入河川ごとの整備計画の策定
●湖沼は川と違った管理が必要
●不確実性を考慮した計画の策定（生態系だけでな
く、科学的な問題、人間の問題も含めて）
●住民自らも責任を負うといった視点

計画策定等における問題



河川整備におけるパラダイムの転換（案）

w河川整備、河川との付き合い方についての考え方をどのように転換すべきか？（川那部試案をもとに作成）

根本的
転換

■基本的な考え方■
「人間の短期的な利害関係から行ってきた従来の河川整備のやりかたを根本的に改め、歴史的に作られてきた＜
物理生物文化複合体（当然に人間を含む）＞としての琵琶湖とそれをめぐる各河川を、いわゆる＜生態系的アプロー
チ＞によって総体として整備する。

●水害防御、利水対象
◎物理生物文化複合体である。
◎琵琶湖周辺は世界的な文化遺産
である。

●琵琶湖やその周りの河川を拘
束、完全に制御できるものと認
識

◎住民が湖沼や河川に生かされる
◎災害時にもしたたかに対処

●短期的・緊急避難的対策
◎長期的・理想的目標にもとづく
◎人類史の続く限りという長期視点
に立って

●湖沼・川と人間を切り離し遠ざ
けてきた

◎物理的・社会的・精神的に湖沼・河
川と接近

「水系の捉え方」

「関係」
（湖沼・河川⇔人）

「時間」

「距離」
（湖沼・河川⇔人）

視点 これまで これから



河川整備におけるパラダイムの転換（案）

根本的
転換

●大量生産、大量消費、大量廃
棄、刹那主義

◎湖沼や河川に生かされるとの考え
で暮らしを営む物質的・精神的基盤
作り

精神、
ライフスタイル

視点 これまで これから

●陸⇔海、上流⇔下流、堤内⇔
堤外を分断

◎山から海までの全流域を一貫した
ものとして具体的に把握、海に対す
る責任

「空間」
（整備における空
間的な捉え方）

●現状を基準とする
◎計画の前提の見直し。
◎「琵琶湖総合開発計画」の出発時
点を基準点とする。

「基準時期」

●下流のためのダム（治水、利
水面）としての人為的制御

◎自然の季節変化を基本とする。
◎他の目的のための変更は最低限
にとどめる。

「琵琶湖の水位」

今後、これをベースに、各委員の意見を反映して「基本的な考え方」に構成してゆく。



琵琶湖部会での主要な論点（案）

○地域におけ
る意思決定

○下流に対す
る上流の認知

○科学的・客観
的な予測

○データの開
示

○治水効果の
検証

○北湖の湖底
環境

○水温変化と
漁場

○後世への対策の
余地として使い切ら
ずに残す

○治水・利水・環境
のバランス

３　流入水量・
水質コントロー
ル（ダム等）

○土地利用

○危険度認知
○適正な利用

○生態系の連
続性の確保

４　湖岸・水辺
対策

○土地利用

○適正な水の
配分（農水等）

○環境用水

○天井川対策

○直線化対策

○瀬切れ

○土砂供給

○地下水

○100年後を見越し
た琵琶湖への配慮

２　流入河川対
策

○下流との関
係

○下流域の渇
水対策

○下流へのダ
ム機能

○葦（よし）生育

○湖岸侵食

○産卵・漁場

○自然のリズムを
どこまで考慮するか

○治水・利水・環境
のバランス

１　水位管理

F
社会

E
利用

D
利水

C
治水防災

B
環境

A
総合

分野

対応策


